
外国人技能実習制度関係者養成講習のご案内 

 

外国人技能実習生を受け入れている事業場の実習実施関係者を対象とした 3種類の講習を下記のとおり

松本市で開催します。 

特に、「技能実習責任者講習（◎を付した講習）」は技能実習生を受け入れるためには必須の講習であ

り、過去 3年以内に受講を修了している者を配置しなければ技能実習生の受入れができなくなります。

（令和 3年 4月～令和 4年 3月の間に受講された方は、本年度内に順次３年を経過することとなりますの

で、ご注意ください。） 

他の 2講習は義務ではありませんが、技能実習をトラブルなく進めるために、受講しておくことが期待さ

れる上、修了者数の多寡が実習実施者の評価の対象となり、この評価を含めた総合評価で「優良」になると、

実習生の受入れ人数枠が広がるなどの優遇措置を受けられます。 

《申込は》全基連ホームページ(https://www.zenkiren.com/seminar/ginoujissyu001.html）より 

 

■ 講習機関や講習内容・時間数などが定められている法定講習で、理解度テストがあります。 

したがって、 

① 講習時間に遅れないように！（遅刻・中抜け・早退は受講を修了したことになりません。 

② 本人確認をします。顔写真付きの公的証明書（顔写真付きでない場合には複数の公的証明書） 

などをご持参ください。 

 

   ■ 理解度テストの合否 

     理解度テストの合格者には受講証明書、不合格者には不合格通知書を交付します。 

合否ラインは各講習７０点です。 

 

申込締切 ５月１４日(火)  振込締切 ５月２１日(火) 

https://www.zenkiren.com/seminar/ginoujissyu001.html

